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１．概要 

  認定を受けた事務所の認定の効力の停止等については、鉄道事業法施行規

則第２５条の２に規定され、その実施については「認定鉄道事業者制度の取

扱いについて」（平成１２年１１月１７日付け、鉄保第１５９号、鉄施第１６

６号）にて処分の方針を示してきた。認定事務所への立入り検査が一通り完

了したことから、立入り検査で確認された事例を踏まえ、処分の方針を明確

なものとし、より厳正な運用を図るため処分基準を抜本的に見直すこととし

た。 

 

２．内容 

○取消処分の対象について 

  次に該当すると認められる場合には認定を取り消す。 

 (1) 業務の能力の基準に適合しなくなった場合（軽微な場合を除く） 

 (2) 業務実施規程に重大な違反をした場合 

 (3) 業務実施規程の変更の承認を定める規定に違反した場合 

 (4) 管理者の研修を定める規定に違反した場合 

 

○停止処分の対象について 

  次に該当すると認められる場合には認定を停止する。 

 (1) 業務の能力の基準に適合しなくなった場合（軽微な事案に限る） 

 (2) 認定鉄道事業者が従たる事務所について講じなければならない措置に

関する規定に違反した場合 

 (3) 業務実施規程に違反をした場合（重大な場合を除く） 

 (4) 業務実施規程の変更の届出を定める規定に違反した場合 

 

○停止期間について 

  停止の期間は、原則として１年以下とし、基準に適合しなくなった事案又

は規定に違反した事案の改善に要する期間等を考慮して、基本的に１年、１

８０日、９０日、３０日の４種類とする。 

 






